
印鑑登録申請書 
清 瀬 市 長 殿 

 
下記のとおり申請します。  

申 

請 

人 

住 

所 

                  
  

 
 

    

アパート名等（                           ） 

氏 

名 

フリガナ 生 年 月 日 登 録 印 

 
明 ・ 大 ・ 昭 ・ 平   

  年      月       日 

 ◆印鑑 亀裂欠損 有（□申請人へ説明）  ◆旧氏   ◆通称･併記 

 

〔窓口へ申請に来た方〕 

☐ 本人 
※右の欄へ
の 記 入 は 
不要です。 

☐代理人 
※委任状が

必要です。 

住 

所 

 

氏 

名 

フリガナ 電  話 

 （     ） 

 

 

[保証人となる方]※保証書は必ず保証人が署名のうえ、保証人の登録印を押印してください。 

保  証  書 

清 瀬 市 長 殿 

上記申請者は、本人であることを保証します。 令和   年   月   日 

保 

証 

人 

住
所 

東京都 保証人登録印 

 

氏
名 

 

生 年 月 日 

大 ・ 昭 ・ 平 

年        月        日 

 

 

 

 

 

 

 

照会 

※代理人での申請の場合は、即日交付出来ません。申請者のご自宅に送付された照会書持参の上、交付となります。 

第 号

第 号

第 号

第 号

発

送

者

令和　　　 年　　 　月 　　　日

令和　　　 年　　 　月 　　　日

令和　　　 年　　 　月 　　　日

□保険証 □年金手帳 □その他( ）

印鑑登録有無

世帯内印影確認
受 付

令和　　年　　月　　日

保証人登録通知発送年月日
交 付登録処理回答書受付

　

旧 登 録 番 号

照 会 書 番 号

照 会 書 発 送 日

回 答 期 限

登 録 年 月 日

登 録 番 号

※本人確認書類については有効期限内のものに限る。

□ 住 基 カ ー ド □ 個 人 番 号 カ ー ド

□ 公 的 手 帳 （ 顔 写 真 付 き ） □ 在 留 カ ー ド

□ 免 許 証 □ パ ス ポ ー ト

来

庁

者

本

人

確

認

照会書発送

転入 

丁目 
番 

番地 

号 清瀬市 申請日 

電 話 

令和  年    月   日  

（    ）  

※下記太枠内をご記入下さい。 



 

印鑑登録証の交付について 

●印鑑登録は、印鑑登録される本人の意志で自ら手続きをしなければなりません。 

●疾病、その他やむを得ない理由により、代理人が申請する場合には、印鑑登録される本人が作成

（委任内容を記載し自署及び押印）した委任状が必要です。 

●満１５歳未満及び印鑑登録される本人の意志ではない方の印鑑登録申請は受けられません。 

●成年被後見人の方の印鑑登録は法定代理人（成年後見人）の同行が必要です。 

●下記のいずれかに該当する場合、その印鑑は登録できません。 

 ・ゴム印 ・シャチハタ印 ・外枠がないもの ・故意にき損したと同様の状態で調製したもの 

 ・文字の線を切断した状態で調製したもの ・指輪等印で印面が摩耗し印影が変化しやすいもの 

 ・回転印その他の１つの印鑑で複数の印影を表すことができるもの ・イラスト入り印  

 ・逆さ彫り等で印影が白抜きのもの又は押印の方法により印影が変化する可能性があるもの 

 ・その他印鑑として適当でないと判断されるもの 

すぐに登録できる人 

●印鑑登録される本人が下記①又は②を提示し、その場で本人であることが確認できた場合。 

①有効期限内のマイナンバーカード・免許証・官公署の発行した本人の写真貼付の本人確認書類。 

②東京都内の区市町村において印鑑登録を受けている人の保証書（申請書の保証書欄に保証人の

署名及び登録済印鑑の押印があるもの）。 

※保証人が清瀬市以外の場合、保証人の印鑑登録証明書（３ヶ月以内発行）が必要です。 

※成年被後見人の方の印鑑登録は法定代理人（成年後見人）の同行が必要です。 

 

すぐ登録できない人（照会書による登録の人） 

●印鑑登録される本人が自ら申請する場合でも、上記①又は②の提示がされないとき。 

●印鑑登録の申請を代理人に依頼したとき。 

※照会書の発送をしますので、印鑑登録される本人が自署及び押印した回答書を照会日から起算

して３０日以内に印鑑登録申請者本人が持参してください。 

※回答書を持参される場合も成年被後見人の方の印鑑登録は法定代理人（成年後見人）の同行が

必要です。 

 

代理人に依頼する場合 

●代理人に依頼する場合は、委任状（ダウンロード可※窓口にもご用意があります。）が必要です。 

●委任状は、必ず印鑑登録される本人が作成（委任内容を記載し自署及び押印）してください。 

●満１５歳未満の方は代理人にはなれません。 

【お問い合わせ先】 

                      市民環境部市民課住民係  

☎０４２－４９７－２０３７（ダイヤルイン） 

 

【注意事項】 


